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▼
お
知
ら
せ

2017.7

　
今
月
末
ま
で
に
「
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
現
在
お
使

い
の
「
受
給
者
証
」
は
８
月
１
日
㈫
か
ら

は
使
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険

中
野
市
国
民
健
康
保
険
に
ご
加

入
の
70
歳
以
上
7５
歳
未
満
の
方
へ

福
祉
課
国
保
医
療
係（
内
線
２９６・
304
）

問

高
額
医
療
費
制
度
改
正
の
お

知
ら
せ

福
祉
課
国
保
医
療
係（
内
線
２９６・304
）

問
　
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ

た
と
き
、
限
度
額
を
超
え
た
分
が
高
額
医

療
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
に
つ
い

て
、
７０
歳
以
上
の
方
の
限
度
額
が
、
８
月

か
ら
左
記
表
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
表
に
記
載
が
無
い
所
得
区
分
の
方

に
つ
い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

平成 29年 8月から平成 30年 7月までの自己負担限度額（月額）

所得区分 外来＋入院B外来 (個人単位 )A
現役並み所得者

　（医療費の自己負担
割合が３割の方）

57,600 円
80,100 円＋（医療
費－ 267,000 円）
×１％　※

一般
（医療費の自己負担割合
が２割または１割の方）

14,000 円
（8月～翌年 7月の年
間限度額 144,000 円）

57,600 円　※

・Aの限度額を適用後に、Bの限度額を適用します。
※過去 １２ カ月以内にBの限度額を超えた支給が４回以上あった場合、４
回目以降は 44,400 円。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら

の
お
知
ら
せ

福
祉
課
国
保
医
療
係（
内
線
２９６・
304
）

問
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
７5
歳
以
上
の

全
て
の
方
が
加
入
す
る
医
療
保
険
で
す
。

平
成
29
年
度
の
住
民
税
額
確
定
に
伴
い
、

平
成
29
年
度
保
険
料
決
定
納
入
通
知
書
を

今
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
新
し
い
保
険
証
は
今
月
末
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
。
現
在
お
使
い
の
保
険
証

は
８
月
１
日
㈫
か
ら
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
８
月
以
降
に
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
新
し
い
保
険
証
に
同
封
す

る
左
記
冊
子
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
低
所
得

者
の
軽
減
措
置
を
拡
充
す
る
た
め
、国
民

健
康
保
険
税
の
５
割
軽
減
お
よ
び
２
割
軽

減
の
対
象
と
な
る
世
帯
の
所
得
基
準
が
、

左
記
表
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
の
お
知
ら
せ

税
務
課
課
税
係
（
内
線
２２５
）

問均等割額および平等割額の軽減対象基準額

軽減区分 改正後

5割 (２７ 万円×被保険者数＋ ３３ 万円 ) 以下の世帯

2割 (49 万円×被保険者数＋ ３３ 万円 ) 以下の世帯

※軽減判定の所得は、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者
の合計所得です。
※軽減判定は前年中の所得の申告状況により判定を行うた
め、所得税または市県民税の申告がされていないと軽減
判定ができません。

　
福
祉
医
療
費
給
付
金
は
、
乳
幼
児
や
心

身
障
が
い
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
方

を
対
象
に
、
医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
一

部
を
給
付
す
る
制
度
で
す
。

　
乳
幼
児
等
に
関
す
る
こ
と

　
　
子
育
て
課
子
ど
も
支
援
係
（
内
線

3５６
）

　
乳
幼
児
等
以
外
に
関
す
る
こ
と

　
福
祉
課
厚
生
保
護
係
（
内
線
２７６
）

問
申

福
祉
医
療
費
給
付
金
制
度
の

お
知
ら
せ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
更
新
申
請
の
お
知
ら
せ

　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
（
内

線
3６５
）

問
申

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
で
、
現
在
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
の

方
は
、
有
効
期
限
が
今
月
末
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。
８
月
以
降
も
対
象
と
な
る
可

能
性
の
あ
る
方
に
は
、
６
月
下
旬
に
更
新

の
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
預

貯
金
な
ど
の
写
し
を
添
付
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
を
し
な
い
と
自
己
負
担

額
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

の
保
険
証
は
９
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま

す
。
た
だ
し
、
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
と

き
は
郵
送
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
受
給
者
証

の
交
付
申
請
が
必
要
で
、
一
部
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

　
す
で
に
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
で
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
場

合
は
、
そ
の
都
度
、
受
給
者
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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格安スマートフォン
契約前にサービス内容を確認しましょう
事例　先日、インターネットで格安スマートフォンの携
帯電話契約をした。使い方で不明な点があったため
問い合わせをしたいが、実際の店舗が無く、サポート
電話窓口は何度かけても話し中でつながらない。
アドバイス 格安スマートフォンの契約をして使用し
始めたが、今まで使用していた携帯電話と同じような
サービスを受けられなかったという相談が寄せられて
います。契約会社の中には、実際の店舗が無く、故障
時の対応や問い合わせ窓口が電話やホームページな
どに限られている場合があります。契約する前に、サー
ビス内容やサポート体制をよく確認しましょう。また、
故障時に代替機の貸出サービスが有料となる場合も
ありますので、注意が必要です。少しでも不安と感じた
ら、下記の相談窓口へご相談ください。

問い合わせ・消費生活相談窓口
中野市消費生活センター　☎(22）2201
長野県北信消費生活センター　☎026(223）6777
消費者ホットライン（土・日・祝日）　☎1

い や や

８８

消費者トラブル と 解決法消費生活
相談

81

汚
泥
発
酵
肥
料
「
未
土
利
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

上
下
水
道
課
下
水
道
係
（
内
線
２83
）

問

　
粒
状
で
散
布
し
や
す
く
効
果
が
長
続
き

す
る
「
未
土
利
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

販
売
日
　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

販
売
時
間
　
午
前
９
時
3０
分
～
午
後
４
時

販
売
場
所
　
平
岡
処
理
場
（
ナ
ピ
ア
平
岡

笠
原
５
８
０
番
地
）

価
格
　
１
袋(

15
㌔
）
２
５
０
円

※
な
か
の
「
お
す
み
ち
ゃ
ん
」
は
、
７
・

８
月
は
販
売
を
行
い
ま
せ
ん
。
次
回
販

売
日
は
９
月
６
日
㈬
で
す
。

　
市
で
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
開
か
れ
た

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報

保
護
制
度
‐
平
成
２８
年
度
実
施
状
況
‐

庶
務
課
庶
務
文
書
係
（
内
線
２１１
）

問

問

カ
ラ
ス
、
ム
ク
ド
リ
な
ど
の
害
鳥
駆
除

実
施
日
　
７
月
９
日
㈰
、
23
日
㈰

対
象
区
域
　
市
内
農
地
周
辺

時
間
　
日
の
出
か
ら
お
お
む
ね
２
時
間

※
駆
除
実
施
中
は
、
銃
器
を
使
用
す
る
た

め
大
変
危
険
で
す
。
駆
除
時
間
に
は
対

象
の
農
地
周
辺
に
近
づ
か
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

害
鳥
駆
除　
７
月
実
施
日
程

農
作
物
害
鳥
獣
駆
除
推
進
協
議
会
事

務
局
（
農
政
課
内
）
（
内
線
２５１
）

問

　

土
地
や
農
地
の
草
刈
り
な
ど
を
行
っ

た
際
に
排
出
さ
れ
る
草
や
ご
み
が
、
風
な

農
業
用
用
排
水
路
の
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す

農
政
課
耕
地
林
務
係
（
内
線
２５１
）

問

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

ま
す農

業
委
員
会
事
務
局
（
内
線
40９
）

問
　
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
１
回
、
地
域

内
の
全
農
地
の
利
用
状
況
を
調
査
す
る
た

め
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
本
年
は
、
８
月
お
よ
び
９
月
に
実
施
し

ま
す
。
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
「
遊
休

農
地
」や「
遊
休
化
の
恐
れ
が
あ
る
農
地
」

を
把
握
し
た
場
合
は
、
そ
の
農
地
の
所
有

者
を
対
象
に
「
利
用
意
向
調
査
」
を
行
い

ま
す
。

　
自
分
で
耕
作
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
農
地
の
借
り
手
や
耕
作
者
が
見
つ
か

ら
ず
遊
休
農
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な

ど
、
所
有
者
の
方
に
も
い
ろ
い
ろ
な
事
情

が
あ
り
ま
す
が
、
農
地
は
一
度
荒
れ
て
し

ど
で
農
業
用
用
排
水
路
に
落
ち
て
詰
ま
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
水
路

か
ら
水
が
あ
ふ
れ
出
し
、
農
作
業
や
生
活

に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　
下
流
の
地
域
で
は
、
建
物
の
床
下
浸
水

や
道
路
へ
の
越
水
が
発
生
す
る
恐
れ
も
あ

る
の
で
、
草
刈
り
後
の
草
な
ど
は
、
適
正

に
処
理
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ま
う
と
、
他
の
耕
作
者
へ
貸
す
こ
と
も
困

難
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
農
地
へ
の
復
元

に
は
大
変
な
費
用
と
労
力
を
要
し
ま
す
の

で
、
耕
作
者
が
見
つ
か
る
ま
で
は
、
必
ず

保
全
管
理
を
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
万
が
一
、
遊
休
農
地
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
農
業
委
員
会
か
ら
の
利
用
意

向
調
査
の
際
に
、「
自
分
で
耕
作
す
る
」「
貸

し
た
い
」
な
ど
、
ご
自
身
の
意
向
を
表
明

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

市
政
を
進
め
る
と
と
も
に
、
行
政
の
透
明

化
を
図
る
た
め
に
、
情
報
公
開
制
度
・
個

人
情
報
保
護
制
度
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
2８
年
度
中
に
、
こ
れ
ら
の
制
度
が

利
用
さ
れ
た
状
況
は
、
公
文
書
の
公
開
請

求
が
５
件
で
、
自
己
情
報
の
開
示
請
求
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
各
制
度
の
運
用
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
情
報
公
開
制
度
運
用
状
況

請
求
先
　
市
長

請
求
　
５
件
（
公
開
２
件
、
部
分
公

開
３
件
）

※
非
公
開
、
文
書
不
存
在
　
０
件

●
個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況

請
求
　
０
件


